
消 安 委 第 ６ １ 号 

平 成 29年 ５ 月 29日 

文部科学大臣 

松野 博一 殿 

 

 

消費者安全調査委員会 

委員長 宇賀 克也  

 

 

消費者安全法第33条の規定に基づく意見 

    

 

標記について、消費者安全調査委員会は、体育館の床板の剝離による負傷事

故に関して行った、消費者安全法（平成21年法律第50号）第23条第１項の規定

に基づく調査の結果を踏まえ、消費者安全確保の見地から、下記のとおり意見

を述べる。 

なお、この意見を受けて講じた措置について、その内容を報告いただくよう

よろしくお取り計らい願いたい。 

 

記 

 
 
１． 事故のリスク及び維持管理の重要性の周知 
 
文部科学省は、体育館において安全にスポーツを行うことができるよう、体育

館の床板の剝離による負傷事故が発生していること、あらゆる木製床の体育館

において同様の事故が発生するリスクがあること及びこれらを利用者が知るこ

との重要性並びに体育館の維持管理の重要性及び方法について、「消費者安全法

第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書 体育館の床板の剝離によ

る負傷事故」（以下、「本報告書」という。）を参考にして体育館の所有者及び管

理者に対して周知徹底すべきである。 
 
２． 適切な維持管理の取組 
 
文部科学省は、体育館の所有者に対して、次の（１）から（５）までの取組を



行うよう求めるべきである。また、文部科学省は、それらの取組状況を把握し、

適切な維持管理が行われるようにすべきである。 
 

（１）日常清掃及び特別清掃により、体育館の木製床を清潔に保つ。その際、水

分の影響を最小限にする。 
水拭き及びワックス掛けは、床板の不具合発生の観点からは行うべきではな

いことなどに留意した上、本報告書３．３．２及び６．１を参考にして適切な

清掃の方法を定め、書面にすることにより、実際に清掃を行う者に分かりやす

く周知し、実施を徹底する。なお、やむを得ず体育館にワックスを使用する場

合には、それに伴う木製床への水分の影響を最小限とするよう注意する。 
 
（２）日常的、定期的に点検を行い、実施した記録を保管する。本報告書３．３．

２及び６．２を参考にして点検記録表を作成し、点検項目及び方法について実

際に点検を行う者に分かりやすく周知し、実施を徹底する。 
床板の不具合を発見した場合には、速やかに応急処置又は補修を行うほか、

必要に応じて専門業者に相談して補修又は改修を行う。また、事故が発生した

場合に事故原因の事後的な検証を行うことができるよう、床板の不具合を把握

した場合には、写真を撮影する等の方法で不具合の内容を記録し、不具合の位

置や箇所数と共に記録し保管する。 
さらに、体育館ごとに、体育館の適切な維持管理についての責任者を定め、

当該責任者に、点検の実施や床板の不具合について責任を持って対応に当たら

せる。 
 
（３）体育館の維持管理を外部に委託する場合には、（１）及び（２）について

仕様書において定めるなどして、受託者に対し同様の対応を求める。また、受

託者には体育施設管理士資格等を有する者がいることを条件とするなど、維

持管理の質を保つ。 
 

（４）体育館の利用状況に応じて木製床の長期的な改修計画を策定するととも

に、改修計画に基づいて体育館の木製床の改修を行う。また、継続的に記録

を参照できるよう、補修・改修の記録を保管する。体育館の建設に当たって

は、施工に関する情報、維持管理の方法、改修時期の目安等の情報について、

まとめた管理簿を作成して引き渡すことを仕様書において定めるなど、設計

者及び施工者に確実に伝達させ、これを基に上記の改修計画を策定する。 
 

（５）施設利用上の注意事項を作成し、体育館の利用者の目に付く場所に掲示す



るなどして、利用者に対して分かりやすく伝える。 
 
３． 消費者事故等の通知 
 
文部科学省は、体育館の床板の剝離による負傷事故が発生した場合には、次の

（１）及び（２）の対応を行うべきである。 
 

（１）体育館の所有者又は管理者に対して、事故の発生した床板の写真の撮影、

発生位置の記録を行い、情報提供に努めるよう求める。 
 
（２）消費者庁に対して、消費者事故等の通知を行うとともに、（１）で収集し

た情報の提供を行う。 
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